
 
 

 

令和６年８月２７日 
  特 別 区 長 会 

 

 

令和７年度国の施策及び予算等に関する要望について 

 

特別区長会は、厚生労働省に対し、令和７年度国の予算編成に向けての要望、及び火葬場

の経営に関する緊急要望を行いましたので、お知らせします。 

 

１. 日 時  令和６年８月２６日（月）１６時００分～１６時１５分 

２. 対 応 者  武見 敬三 大臣 

３. 要 望 者  特別区長会 会 長 吉住  健一（新宿区長） 

    副会長 近藤 やよい（足立区長） 

    副会長 斉藤   猛（江戸川区長） 

４. 発言要旨  別紙参照 

５. 要望内容  別添参照 

・令和７年度 国の施策及び予算に関する要望事項一覧（厚生労働省） 

・令和７年度 国の施策及び予算に関する要望書 

・緊急要望 「火葬場の経営」に関する要望について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和７年度の国・東京都の施策及び予算に関する要望に関しては、７月３０日（火）に

国土交通省、３１日（水）に総務省、８月１９日（月）にこども家庭庁、２０日（火）

に東京都へ、それぞれ要望活動を行いました。 

※国へ要望活動を行った４省庁以外の省庁へは、事務局において要望書を提出しました。 

  

特別区広報資料 

国の施策及び予算に関する要望書を武見大臣に提出 

 
緊急要望に関する要望書を武見大臣に提出 



 
 

○ 特別区長会   
東京２３区長で構成する任意団体。   
特別区に共通する課題についての連絡調整及び調査研究、特別区の自治の発展を図るた

めに必要な施策の立案及び推進などの活動を行っている。   
会 長：吉住 健一（新宿区長） 

事務局：特別区長会事務局 

（千代田区飯田橋３－５－１ 東京区政会館１９階）   
※ なお、特別区は平成１３年６月から全国市長会に加入している。  

 

 
 
 
 
 
   

＜問い合わせ先＞ 

特別区長会事務局 

調査第１課長 藤嶋 賢輔 

電話 ５２１０－９７３７（直通）  



 
 

別紙 

要望の概要 

要望内容は、各区から提出された項目をもとに、区長会で決定されたものであり、

厚生労働省に対し重点的な取組を要請した。 

 

令和７年度 施策及び予算に関する要望 

（会長発言要旨） 

〇 医療保険制度の充実 

・ 国民皆保険の基盤となる国民健康保険制度は、被保険者に占める高齢者や低所

得者の割合が大きい構造の中、更なる高齢化の進展に伴う医療費の増などによ

る保険料の上昇、社会保険適用拡大による被保険者の減少などにより、保険者は

全国的に大変厳しい運営を強いられている。 

・ とりわけ、特別区では、大都市特有の事情として、転出入率が高いことなどに

より、保険料徴収に関して非常に厳しい環境下に置かれるなど、保険者の努力だ

けでは解決し得ない様々な問題を抱えている。 

・ 本制度を安定的かつ持続的に運営できるよう、国庫負担の充実による国保財政

基盤の強化とともに、低所得者層に対する一層の保険料負担の軽減を図り、さら

なる財政支援を要請する。 

・ 国民皆保険の基盤として将来に渡り持続可能なものとするため、財政支援に留

まらず、構造的課題の解決に向け、医療保険制度の一本化等、国の責任において

抜本的な見直しを要請する。 

 

〇 予防接種の充実 

・ 予防接種は、国民の生命と健康を守る重要な事業であり、特に次世代を担う子

どもたちを感染症から守り、健やかな成長を支えるためにも、自治体や個人の財

政状況、経済状況による格差なく、継続的かつ安定的に実施されるべきである。 

・ 予防接種法に定められる定期予防接種の種類が年々増えるなか、これに要する

財源は、地方交付税を措置されていない特別区では、すべて持ち出しとなってい

る。 

・ このことを鑑み、定期予防接種に係る費用は、全額国庫負担で措置されるよう

要請する。 



 
 

・ また、今年度から定期接種化されたコロナワクチンはかなり高額だが、国から

の補助金により今年度は自己負担額が低価に抑えられている。来年度以降も、一

定の接種率を維持し、感染の流行を押さえられるよう、補助金等必要な措置の継

続を要請する。 

 

（武見大臣発言要旨） 

要望は承った。 

・ 医療保険制度の適正化については、全体の公平な負担のあり方を目指し、全世

代型の社会保障を設計しており、この考え方をきちんと徹底して進めて参りた

い。 

・ 予防接種の充実については、各自治体の接種対応に関し、まずは感謝申し上げ

る。ワクチンの財政支援に関し、財源は限られているところだが、ワクチン価格

への社会的な関心が高いため、できるだけ負担が増えないよう段階的に対応を

していこうと考えている。 

 

緊急要望  

（会長発言要旨） 

〇 火葬場の経営について 

・ 火葬場は、国民生活に必要なものであり、公共的な施設であることから、そ

の経営においては、永続性・非営利性が確保される必要がある。 

・ 火葬場の経営は、本来地方公共団体の実施が原則とされているが、特別区で

は「墓地、埋葬等に関する法律」の成立前から、民間企業が火葬業を営んでい

た特異な経緯があり、現在に至っている。 

・ その場合であっても、火葬場の管理等は、法の主旨に則り、公衆衛生その他

公共の福祉の見地から支障なく行われ、火葬場の経営が営利目的のために歪め

られてはならない。 

・ 特別区はこれまでも必要に応じ、特別区内で火葬場を経営する民間企業に対

して、適正な火葬場の経営・管理について要請し、法第１８条の規定に基づく

検査等を行ってきた。 

・ 今般、民営の火葬場における経営体制が多様化しており、引き続き、火葬場



 
 

経営の永続性・非営利性を確保するためには、事業者の責任をより明確化する

必要がある。 

・ よって、火葬場の経営主体が、火葬場以外の事業を行っている場合には、他

の事業との経理・会計を明確に区分し、収支の透明性・非営利性が確保されて

いる旨、許可権者へ示す義務について、法規定化を要請する。 

 

（武見大臣発言要旨） 

 要望は承った。 

・ 火葬場については、厚生労働省としてどこまで関与できるかはなかなか微妙

な話である。ただ価格の問題は疎かにできないので、厚生労働省として注視し、

運営が適切なものとなっているか監視していくことで、まずは対応したい。 

 


